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第１章 計画の位置付け 

 

１ 策定の趣旨 

近年、気候変動等に伴いこれまでに経験したことのない豪雨等による土砂災害・

風水害が増加している。また、南海トラフ地震等が遠くない将来に発生する可能性

があると予測されていることや東日本大震災、熊本地震及び能登半島地震で発生し

た甚大な被害等から得られた教訓を踏まえて、これまでの想定を上回る災害リスク

への対応が求められている。そのため、従来の防災･減災のあり方を見直し、総合的

な防災･減災対策に取り組むことが急務となっている。 

また、長年にわたって築かれてきた生活や経済の基盤である社会資本の老朽化対

策が極めて大きな課題となる時期を迎えていることから、これによって社会生活や

経済が機能不全に陥ることのないように、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等

を計画的に進めることも急務である。 

こうした中、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりに向

け、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成２５年１２

月に強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法（平成２５年法律第９５号）（以下、「強靭化基本法」という。）が公布、

施行され、平成２６年６月には、強靭化基本法第１０条に定める「国土強靱化基本

計画」が閣議決定された。国は、国土強靭化推進本部を設置し、強くしなやかな国

民生活の実現を図る国土強靭化の取組を推進することとしており、平成３０年１２

月、令和５年７月に近年の災害の知見や施策の進捗状況を踏まえ、国土強靭化基本

計画を変更している。併せて、京都府においても、平成２８年１１月に国土強靱化

地域計画が策定され、令和３年３月、令和７年１１月に改定されてている。 

綾部市は、このような国や京都府の取組に併せて、国土強靭化に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図り、市民、京都府及び国、事業者等とともに強靭で安

全・安心な地域づくりを進めていくため、綾部市国土強靭化地域計画を策定する。 

なお、本計画が今後の研究成果や国における議論等を踏まえたものとなるよう、

適宜見直しを行うものとする。 

 

２ 計画の位置付け 

綾部市国土強靭化地域計画は、強靭化基本法第１３条に規定する国土強靭化地域

計画として策定するものであり、綾部市の国土強靭化に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するための指針となるべきものとして位置付けるものである。 

そのため、策定に当たっては、市政運営の指針である綾部市総合計画及び綾部市地

域防災計画等との調和を図ることとする。 

３ 計画期間 

本計画は策定後、概ね１０年後を見据えつつ、５年間を推進期間とする。 



 

２ 

 

ただし、それ以前であっても、施策の進捗状況や、国や京都府の動向、社会経済情

勢の変化等を踏まえ、必要に応じ見直しを行う。 

 

４ 計画の進捗管理 

本計画は、概ね１０年後のあるべき姿を見据えつつ、今後の社会情勢や施策の進捗

状況、目標の達成状況を踏まえ、概ね５年ごとに見直しを行う。また、計画の進捗管

理と見直しを行うための体制を横断的に構築しＰＤＣＡサイクルを実践し、施策プロ

グラムを適切に見直していく。 

   



 

３ 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本目標 

災害は、それを迎え撃つ社会の在り方によって被害の状況が大きく異なるものであ

ることから、市民生活及び経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等

（以下「大規模自然災害等」という。）の様々な危機を直視して、平時から備えるこ

とが重要である。 

そこで、いかなる災害が発生しても、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安

心な地域・経済社会が構築されるよう、次の４点を基本目標として本計画を推進する

こととする。 

（１）人命の保護が最大限に図られること。 

（２）綾部市内の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持されること。 

（３）綾部市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。 

（４）迅速な復旧復興に資すること。 

 

２ 事前に備えるべき目標 

基本目標を達成するため、大規模地震又は風水害が発生した場合に、事前に備える

べき目標を次のとおりとする。 

（１）あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ。 

（２）救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ。 

（３）必要不可欠な行政機能は確保する。 

（４）経済活動を機能不全に陥らせない。 

（５）情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワー

ク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる。 

（６）社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する。 

 

３ 綾部市国土強靱化地域計画を推進する上での基本的な方針 

事前防災及び減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模自然災害等に備えた国土

の全域にわたる強靱な国づくりという国土強靭化の理念を踏まえるとともに、東日本

大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故、平成２６年８月豪雨に伴う広島土砂

災害、平成２７年９月関東・東北豪雨に伴う鬼怒川決壊、平成２８年熊本地震、令和

６年能登半島地震等をはじめ、綾部市で大きな被害を受けた、平成１６年１０月の台

風第２３号、平成３０年７月豪雨、令和５年台風第７号等による水害や土砂災害な

ど、過去の災害から得られた教訓を最大限活用しつつ、以下の方針に基づき推進す

る。 

 



 

４ 

 

（１）地域強靱化の取組姿勢 

・市の強靱性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証し取組を推進する。 

・短期的な視点によらず、長期的な視野を持った計画的な取組を推進する。 

・国、京都府及び関係機関と一層の連携強化を図るとともに、情報提供、避難体制

の強化等を継続的に推進する。 

 

（２）適切な施策の組み合わせ 

・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する。 

・「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び

役割分担して取り組む。 

・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効活用される対

策となるように工夫する。 

 

（３）効率的な施策の推進 

・既存の社会資本の有効活用等により、取組に要する費用を縮減し、効率的に施策

を推進する。 

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理に努める。 

・人命を保護する観点から、関係者の合意形成を図りつつ土地の合理的利用を促進

する。 

 

（４）地域の特性に応じた施策の推進 

・人のつながりやコミュニティ機能を向上させるとともに、地域における強靱化推

進の担い手が活動できる環境整備に努める。 

・女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等に十分配慮して施策を講じる。 

・地域の特性に応じて、自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮する。 

  



 

５ 

 

第３章 綾部市の地域特性等 

 

１ 地勢・成り立ち 

綾部市は、京都府のほぼ中央部北寄りに位置し、中国山脈の余波を受けた丹波高原

の中にあって、市街地を清流由良川が貫流し、市境界は舞鶴市、福知山市、南丹市と

船井郡京丹波町及び福井県に接し、面積は、３４７．１０平方キロメートルと京都府

の７．５パーセントを占めている。 

市域の約８割が森林で、丹波山地から流れ出る由良川水系と伊佐津川水系によって

平野部が構成されている自然豊かな、歴史と文化に彩られた田園都市である。 

一方で、舞鶴若狭自動車道と京都縦貫自動車道の開通や国道２７号と国道１７３号

また、鉄道ではＪＲ山陰本線と舞鶴線などにより、京阪神と日本海地域を結ぶ交通の

要衝地となっており、各地域との良好なアクセス環境を有している。 

 

 

２ 気象 

綾部市は内陸性気候に位置するが、山間部で雪が多く豪雪地帯に指定されている。 

平均気温は１４．８℃、平均年間降水量は１，９４０㎜で、近年では局地的豪雨が

増加し浸水被害が発生している。 

 

３ 人口 

綾部市の人口は、令和８年４月１日現在２９，３７２人（推計人口）で、昭和２５

年（市制施行時）の５４，０５５人をピークに年々減少し､７５年間で４割以上減少

した。 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５年（２０２

３年）推計）」では、約２５年後の２０５０年には、２０，６２４人まで減少、６５

歳以上の高齢化率は４５．５％になり高齢化が進むと予測されている。 

  また、在住外国人が増加し、令和８年３月３１日現在で９４０人（住基人口）、全

人口に占める外国人比率は３．０９％となっている。 
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第４章 想定する大規模自然災害及びリスクシナリオ 

 

１ 想定する大規模自然災害等 

市民生活及び経済への影響に鑑み、発生すれば甚大な被害が生じる地震（南海トラ

フ地震、直下型地震）、近年頻発している豪雨等による土砂災害、風水害等の大規模

自然災害及びこれらに起因する二次災害の発生を想定する。 

 

（１）地震 

 ①南海トラフ地震 

   ３０年以内の発生確率が６０～９０％程度以上（令和７年９月時点）とされて

いる南海トラフ地震については、綾部市では、最大震度５強、全壊建物２０棟の

被害が生じることが想定されている。 

 ②直下型地震 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災は、我が国で初めて都市を直撃した直下型

地震であり、地震の規模は淡路島北部を震源としてマグニチュード７．３（兵庫県

の一部では震度７）、死者６，４００余人、負傷者４３，７００余人に上る甚大な

人的被害をもたらした。 

綾部市にも影響が懸念される活断層が分布しており、特に「上林川断層地震」で

はマグニチュード７．２、市内の最大震度は７と予測されており、死者約２２０

人、全壊１２，４３４棟の甚大な被害が生ずると想定されている。 

また、他に「三峠断層地震」「養父断層地震」「郷村断層地震」など個別の断層

についても、地震の発生により大きな被害を受ける可能性がある。 

 

（２）豪雨等による土砂災害・風水害等 

綾部市では、昭和２８年の台風第１３号による大雨により、由良川や上林川など

の氾濫、土砂崩れ等により、死者・行方不明者２５名の犠牲者が出た。 

また、昭和３４年の伊勢湾台風の大雨でも各河川が氾濫し、死者２名、床上浸水

４９７戸と大きな被害を受けた。 

さらに、平成３０年７月には梅雨前線等の影響により、西日本を中心に集中豪雨

が発生し、綾部市でも市内各所で土砂崩れや河川の氾濫が発生し、死者３名、家屋

全壊８棟、床上浸水５４棟、床下浸水２３４棟など大きな被害を受けた。令和５年

には、台風第７号が発生し、記録的短時間大雨情報が発表され、家屋一部損壊３

棟、床上浸水３２棟、床下浸水１００棟など被害を受けた。 

 

【近年の主な災害発生状況】 

〇平成１６年台風第２３号（１０月２０日から２１日まで） 

雨 量 等：総雨量３０５mm（綾部（国）） 時間最大３９mm（綾部（国）） 



 

７ 

 

河川水位：６．８８ｍ（味方（国）） 

被害状況：半壊５棟、一部損壊１１棟、床上浸水９棟、床下浸水１８２棟 

 

〇平成２５年台風第１８号（９月１５日から１６日まで） 

雨 量 等：総雨量４３６mm（古和木） 時間最大４１mm（古和木） 

河川水位：７．４７ｍ（味方（国）） 

被害状況：一部損壊２棟、床上浸水２４棟、床下浸水１１８棟 

 

〇平成２６年８月豪雨（８月１５日から１７日まで） 

雨 量 等：総雨量３５８mm（小貝） 時間最大５４mm（小貝） 

河川水位：２．８６ｍ（犀川） 

被害状況：全壊１棟、一部損壊３棟、床上浸水３棟、床下浸水５５棟 

 

〇平成２９年台風第２１号（１０月２１日から２３日まで） 

雨 量 等：総雨量５２３mm（古和木） 時間最大４９mm（古和木） 

河川水位：７．１９ｍ（味方（国）） 

被害状況：負傷者１名、半壊１棟、一部損壊４棟、床上浸水１２棟、 

床下浸水５３棟 

 

〇平成３０年７月豪雨（７月６日から７日まで） 

雨 量 等：総雨量４２９mm（物部） 時間最大６３mm（物部） 

河川水位：５．６５ｍ（味方（国）） ３．７５ｍ（犀川） 

被害状況：死者３名、負傷者１名、全壊８棟、半壊５棟、一部損壊１２棟、 

床上浸水５４棟、床下浸水２４３棟 

 

○令和５年台風第７号（８月１４日から１６日まで） 

雨 量 等：総雨量３５６mm（於与岐） 時間最大７８mm（於与岐） 

河川水位：３．６４ｍ（犀川） 

被害状況：一部損壊３棟、床上浸水３２棟、床下浸水１００棟 
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２ 綾部市における「起きてはならない最悪の事態」 

脆弱性評価は「起きてはならない最悪の事態」を想定した上で行うこととされて

いる（強靭化基本法第１７条第３項） 

本市では、国土強靱化基本計画で設定された３５の「起きてはならない最悪の事

態」を基本としつつ、本市の特性を踏まえ以下のとおり１８の項目を設定する。 

 

 

  
基本目標 事前に備えるべき目標

1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊に
よる多数の死傷者の発生

1-2

地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

1-3
突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生
（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する
脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む）

1-4
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の
死傷者の発生

2-1

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

2-2

自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-3

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶
による医療機能の麻痺

2-4

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態
の悪化による死者の発生

必要不可欠な行政機能は確保す
る 3-1

地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

4-１

食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚大な影響

4-2

農地・森林や生態系等の被害に伴う、土地の荒廃・多面的機能の低下

4-3

原子力発電所の過酷事故による放射性物質の放出・拡散

5-1

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止

5-2

上下水道施設の長期間にわたる機能停止

5-3

幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能停
止による物流・人流への甚大な影響

6-1

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

6-2

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、
企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠
如等により復興できなくなる事態

6-3

風評被害等による経済等への甚大な影響

起きてはならない最悪の事態

Ⅰ．人命の保護が
最大限に図られる
こと

Ⅱ．綾部市内の重
要な機能が致命的
な障害を受けず、
維持されること

Ⅲ．市民の財産及
び公共施設
に係る被害の
最小化に資す
ること

Ⅳ．迅速な復旧復
興に資する
こと

あらゆる事前災害に対し、直接死
を最大限防ぐ

救助・救急、医療活動が迅速に行
われるとともに、被災者等の健康・
避難生活環境を確実に確保するこ
とにより、関連死を最大限防ぐ

経済活動を機能不全に陥らせない

情報通信サービス、電力等ライフ
ライン、燃料供給関連施設、交通
ネットワーク等の被害を最小限に
留めるとともに、早期に復旧させる

社会・経済が迅速かつ従前より強
靱な姿で復興できる条件を整備す
る
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第５章 脆弱性評価及び国土強靭化の推進方針 

１－１ 

重 点 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大

規模倒壊による多数の死傷者の発生 

現状・課題等 

（住宅・建築物の耐震化） 

大規模地震が発生した場合、市街地における住宅・建築物の倒壊などにより、多数

の人的被害が想定されるため、住宅・建築物の耐震化を促進する必要がある。 

（公共施設等の耐震化） 

公共施設等は不特定多数の人が利用するとともに、災害時には救助や避難等の拠点

として重要な役割を担っているため、耐震化の推進や適切な維持管理をする必要があ

る。 

（大型商業施設等の多数の人が利用する建築物の耐震化） 

大規模地震が発生した場合、不特定多数の人が利用する建築物の倒壊により、多数

の人的被害が想定されるため、不特定多数の人が利用する建築物については、特に耐

震化を促進する必要がある。 

（交通施設、沿線・沿道建物の耐震化） 

大規模地震が発生した場合、鉄道等の交通施設及び沿道建築物の複合的な倒壊によ

り、避難や応急対応に障害が及ぶおそれがあるため、交通施設及び沿線・沿道建築物

の耐震化を促進する必要がある。  
施策の推進方針 

綾部市建築物耐震改修促進計画に基づき、社会資本整備総合交付金（住宅・建築物

安全ストック形成事業）等を活用して、次の耐震化を推進する。 

（住宅・建築物等の耐震化） 

〇耐震診断士の派遣や改修費の助成を実施し、計画的に住宅・建築物等の耐震化を

促進する。  
（公共施設等の耐震化） 

〇公共施設等の被災による避難や救助活動等の障害を防ぐため、公共施設等の耐震

化を設備等も含め推進する。 

〇避難所の安全確保のため、避難所に指定している公共施設の維持管理を適切に行

う。 

（大型商業施設等の多数の人が利用する建築物の耐震化） 

〇不特定多数の人が利用する建築物の倒壊による多数の人的被害を抑えるため、不

特定多数の人が利用する建築物の耐震化を促進する。 

（交通施設、沿線・沿道建物の耐震化） 

〇鉄道等の交通施設及び沿道建築物の複合的な倒壊による避難や応急対応への障害

を防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化を促進する。  



 

１０ 

 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

木造住宅耐震診断補助実施数（累計） ３２２件 ４４０件 

木造住宅耐震改修補助件数（累計） １８０件 ２４０件 

住宅耐震化率 ７８．５％ ９０．０％ 

公共施設等の耐震化率 ９１．７％ ９５．１％ 
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１－２ 

重 点 

地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

現状・課題等 

（防火対策の推進） 

大規模地震が発生した場合、住宅密集地や不特定多数の人が集まる施設の火災によ

る、物的・人的被害が想定されるため、出火防止対策及び建物の関係者や住民の防火

意識の向上を図る必要がある。 

（地震や火災に強いまちづくり等の推進） 

大規模地震による市街地火災のリスクが高い危険な密集市街地について、建築物や

土地利用の安全対策を促進する必要がある。 

（消防の体制等強化） 

大規模自然災害時には火災、救助、救急事案が同時に多発する可能性があり、消防

力が劣勢になることが想定されるため、資機材や活動人員の確保を図るとともに、緊

急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速に行わ

れる体制を構築する必要がある。  
施策の推進方針 

（防火対策の推進） 

〇住宅密集地や不特定多数の人が集まる施設の火災による、物的・人的被害を抑え

るため、出火防止対策及び建物関係者や住民の防火意識の向上を図る。 

〇防火座談会、防火教室等を開催し、火災予防と火災による被害の軽減に努める。 

（地震や火災に強いまちづくり等の推進） 

〇既存建築物の耐震化や不燃化、防炎物品の使用、感電ブレーカーの設置を促進す 

る。 

〇消防、避難活動において、狭隘（きょうあい）道路が妨げになるため、市街地再

開発の検討や民間開発の誘導促進を行う。 

〇適正な管理が行われていない空家や老朽化した施設の解体など安全対策を推進す

る。 

〇倒壊のおそれがあるブロック塀や落下のおそれがある屋外広告物等について、そ

の安全性に関する注意喚起を行う。 

〇防火水槽など消防水利の計画的な整備に努める。 

（消防の体制等強化） 

〇火災、救助、救急事案が同時に多発した場合の消防力が劣勢になることを防ぐた

め、消防車両・資機材など施設・設備の計画的な整備に努める。 

〇火災等に迅速に対応できるよう、装備の充実や消防本部の体制充実を図るととも

に、近隣市町とも連携し、大規模・多様化する災害に対応できる体制の確立を推

進する。 

〇緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速

に行われる体制を構築する。  



 

１２ 

 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

消防訓練実施事業所数（年間） １２２事業所 １６５事業所 

消防訓練実施自治会数（年間） ９自治会 ２０自治会 

防火教室を行った学校数（年間） １０校 １５校 

木造住宅耐震診断補助実施数（累計）（再掲） ３２２件 ４４０件 

木造住宅耐震改修補助件数（累計）（再掲） １８０件 ２４０件 

住宅耐震化率（再掲） ７８．５％ ９０．０％ 

民間開発件数（年間） ６件 ５件 

屋外広告物許可件数（総数） １３９件 １５０件 

防火水槽等整備数（累計） ７０９基 ７１７基 

消防車両等の更新台数（年間） １台 早期着手 

消防団員定数充足率 ７３．９％ ９３．０％ 

  



 

１３ 

 

１－３ 

重 点 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷

者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等

による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

現状・課題等 

（河川改修等の治水対策の推進） 

近年、台風や豪雨等による水害が多く発生しており、甚大な浸水被害が懸念される

ため、緊急性などを総合的に判断し、河川改修や公共下水道（雨水）の整備推進を図

る必要がある。 

（防災意識の啓発） 

大規模災害時に備え、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など危険区域を把握すると

ともに、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災意識の向上のための啓

発活動を総合的に推進する必要がある。  
施策の推進方針 

（河川改修等の治水対策の推進） 

〇大規模洪水による甚大な浸水被害を防ぐため、国・京都府と連携し、必要性、緊

急性などを総合的に判断し、国・京都府管理河川の改修や治水対策を促進する。 

〇洪水の危険性が高い市管理河川の改修等促進を図るとともに、由良川及び由良川

支川について、河川整備計画に基づいて国・京都府が実施する河川事業と連携を

図る。 

〇市街地の適切な内水排除や外水の逆流を防止するため、雨水排水路や樋門の維持

管理に努める。総合的な雨水対策の推進に努める。 

（防災意識の啓発） 

〇指定緊急避難場所・指定避難所へ速やかに避難できるよう、避難誘導標識を整備

する。 

〇土砂災害警戒区域や浸水想定区域等が把握できるハザードマップを配布するなど

危険区域の周知をする。 

〇災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災講座の実施や防災訓練の実

施、避難行動タイムラインや個別避難計画の作成など、市民の防災意識の向上に

努める。 

〇市民の防災意識の向上を図るため、防災行政無線、防災ラジオ、携帯アプリ、コ

ミュニティＦＭ、エリアメール、市ホームページ等により積極的に啓発を行う。  
重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

河川等整備状況   

（連続堤整備（並松地区）） 部分着手 早期完了 

自主防災組織数（累計） １６４組織 １９３組織 

防災講座の開催（累計） ８８回 １２５回 

 



 

１４ 

 

１－４ 

重 点 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等

による多数の死傷者の発生 

現状・課題等 

（土砂災害対策の推進） 

広域的に同時多発する土砂災害の被害を防止するため、土石流対策施設、地すべり

防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の土砂災害防止施設の一層の整備を推進する必要

がある。 

（治山事業の促進） 

豪雨や地震の増加に伴って、林地の崩壊など山地災害の発生が懸念されるため、治

山施設や森林の整備を推進する必要がある。 

（防災意識の啓発） 

大規模災害時に備え、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など危険区域を把握すると

ともに、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災意識の向上のための啓

発活動を総合的に推進する必要がある。（再掲） 

施策の推進方針 

（土砂災害対策の推進） 

〇土砂災害による人的被害を防止するため、京都府と連携し、土砂災害防止施設

等の整備を推進する。 

（治山事業の促進） 

〇森林災害を未然に防ぐため、治山事業と森林経営管理制度や京都府豊かな森を育

てる府民税・森林環境譲与税を活用した林地の保全を推進する。 

（防災意識の啓発） 

〇指定緊急避難場所・指定避難所へ速やかに避難できるよう、避難誘導標識を整備

する。（再掲） 

〇土砂災害警戒区域や浸水想定区域等が把握できるハザードマップを配布するなど

危険区域の周知をする。（再掲） 

〇災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災講座の実施や防災訓練の実

施、避難行動タイムラインや個別避難計画の作成など、市民の防災意識の向上に

努める。（再掲） 

〇市民の防災意識の向上を図るため、防災行政無線、防災ラジオ、携帯アプリ、コ

ミュニティＦＭ、エリアメール、市ホームページ等により積極的に啓発を行う。

（再掲） 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

土砂災害警戒区域内の指定避難所数（累計） ２施設 ０施設 

自主防災組織数（累計）（再掲） １６４組織 １９３組織 

防災講座の開催（累計）（再掲） ８８回 １２５回 

避難行動タイムライン作成組織数（累計）（再掲） ５６組織 １１６組織 



 

１５ 

 

２－１ 

重 点 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー

供給の停止 

現状・課題等 

（上水道施設の耐震化等） 

災害時等において水道施設が被災した場合、住民生活や社会活動に必要不可欠な水

の供給に支障を来すため、水道施設の耐震化や更新を推進する必要がある。 

（上水道危機管理体制の確保） 

大規模災害時の断水等に迅速に対応するため、平時から関係機関や水道関連事業者

と協力体制を確立しておく必要がある。 

（緊急輸送道路等の確保） 

大規模災害が発生した際、避難、支援、輸送等のための主要な路線が寸断し、被災

地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停止することが想定されるため、

道路施設や橋梁などの耐震化を図るとともに、既存施設の点検等の結果を踏まえ、防

災対策や適正な維持管理に努める必要がある。 

（緊急輸送道路等の整備） 

災害発生時に人員や物資等緊急輸送に必要な交通が確保されるよう、国や京都府と

連携し、高速道路や国道等の整備促進を図る必要がある。また、広域幹線道路と一体

となった道路ネットワーク形成のため、インターチェンジや防災拠点等へのアクセ

ス、また、市管理の主要幹線道路の未整備箇所の早期供用開始に向けた取組を着実に

進める必要がある。 

（緊急物資の確保等） 

大規模災害時の物資を迅速に確保するため、関係機関と連携し必要な物資の確保に

努める必要がある。 

施策の推進方針 

（上水道施設の耐震化等） 

〇浄水場等の施設管理の徹底に努めるとともに、老朽化した施設・設備について、

綾部市水道事業ビジョンに基づき更新や耐震化などを推進する。 

〇老朽化した水道施設の計画的な更新に努める。 

（上水道危機管理体制の確保） 

〇大規模災害時の断水等に迅速に対応するため、平時から人員体制や資材確保など

関係機関や水道関連事業者と協力体制を確立し、危機管理体制の充実を図る。 

（緊急輸送道路等の確保） 

〇主要な路線が寸断し、被災地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停

止することが想定されるため、道路施設や橋梁などの耐震化を図る。 

○陸路の寸断に備えて、空路での輸送手段確保のためにヘリポートを整備する。 

〇橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の適切な維持管理に努める。 

〇避難所等への輸送に必要な市道について、緊急性の高い路線から計画的に整備を

行うとともに施設の老朽化対策を行う。 



 

１６ 

 

（緊急輸送道路等の整備） 

〇災害発生時に人員や物資等緊急輸送にかかる交通が確保されるよう、国や京都府

と連携し、高規格道路や国道、府道の整備促進を図る。 

・京都縦貫自動車道４車線化（園部ＩＣ以北） 

・国道２７号（肥後橋等） 

・主要地方道福知山綾部線、綾部大江宮津線、小浜綾部線、綾部美山線、舞鶴和知 

線等 

・一般府道上杉和知線、綾部環状道路（広野綾部線、安場田野線、三俣綾部線）等 

〇市道の主要幹線道路の整備を進めるとともに、落石・法面崩落等の対策や通学路

交通安全プログラムに基づく対応を図る。 

・野田須知山線、高津小貝線等 

（緊急物資の確保等） 

〇必要な備蓄物資を計画的に整備するとともに、関係機関や企業等と災害時応援協

定を締結し緊急物資の確保に努める。 

○避難所の衛生環境を整えるため、トイレトラックを整備する。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

上水道管路経年化率 ２４．１％ ２３．６％ 

上水道管耐震化率 ２３．９％ ２７．３％ 

長寿命化対策を実施した橋梁数（累計） 

※長寿命化計画を策定した橋梁数＝４５４橋 

２１橋 ３４橋 

市道舗装率 ９１．８％ ９２．０％ 

緊急輸送道路の整備状況   

（福知山綾部線の冠水対策） 部分着手 早期完了 

道路ネットワーク形成に必要な道路整備状況   

（綾部大江宮津線の歩道設置、線形改良） 部分着手 早期完了 

（野田須知山線） 部分着手 早期完了 

（上野試験場線） 部分着手 完了 

（高津小貝線（高津踏切））  未着手 完了 

備蓄食料数（累計） １６，６４４食 ２４，２９４食 

備蓄飲料水数（累計） ８，１４８Ｌ ９，１１３Ｌ 

災害時緊急物資応援協定締結事業所（累計） ８事業所 １２事業所 

 



 

１７ 

 

２－２ 

重 点 

自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

現状・課題等 

（救助体制の強化） 

警察、自衛隊、京都府緊急災害医療チーム（ＤＭＡＴ）など関係機関と連携し、

救助を始めとする災害時の活動の連携体制を構築するなど、災害対応能力の向上を図

る必要がある。 

（消防の体制等強化） 

大規模自然災害時には火災、救助、救急事案が同時に多発する可能性があり、消防

力が劣勢になることが想定されるため、資機材や活動人員の確保を図るとともに、緊

急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速に行わ

れる体制を構築する必要がある。（再掲） 

（地域防災力の充実・強化） 

大規模災害時に自助、共助の対応は非常に重要であり、地域等での自主防災組織の

設置や家庭での備蓄緊急持ち出し物品の準備、家具の転倒防止対策、住宅用消火器等

の設置、地域の防災訓練への参加等、家庭における防災対策を進める必要がある。 

施策の推進方針 

（救助体制の強化） 

〇警察、自衛隊、京都府緊急災害医療チーム（ＤＭＡＴ）など関係機関と合同訓練

を実施するなど、連携を強化し、災害時の活動の連携体制を構築し災害対応能力

の向上を図る。 

○陸路の寸断に備えて、空路での輸送手段確保のためにヘリポートを整備する。 

（消防の体制等強化） 

〇火災、救助、救急事案が同時に多発した場合の消防力が劣勢になることを防ぐた

め、消防車両・資機材など施設・設備の計画的な整備に努める。（再掲） 

〇火災等に迅速に対応できるよう、装備の充実や消防本部の体制充実を図るととも

に、近隣市町とも連携し、大規模・多様化する災害に対応できる体制の確立を推

進する。（再掲） 

〇緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速

に行われる体制を構築する。（再掲） 

（地域防災力の充実・強化） 

〇各地域等での自主防災組織の設置を推進するとともに、各家庭での防災対策や防

災訓練の参加など、市民の防災に関する意識の高揚を図る。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

消防車両の更新台数（年間）（再掲） １台 早期着手 

消防団員定数充足率（再掲） ７３．９％ ９３．０％ 

自主防災組織数（累計）（再掲） １６４組織 １９３組織 

防災講座の開催（累計）（再掲） ８８回 １２５回 



 

１８ 

 

避難行動タイムライン作成組織数（年間）（再掲） ５６組織 １１６組織 
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２－３ 

重 点 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー

供給の途絶による医療機能の麻痺 

現状・課題等 

（ＤＭＡＴの受入体制整備） 

災害発生直後の急性期に救命救急活動が開始できるよう、市外から派遣される災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の受入体制を整備する必要がある。 

（ＥＭＩＳの活用） 

被災地域で迅速かつ適切な医療・救護を行うため、必要な各種情報を集約・提供可

能な広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用を進める必要がある。 

（ドクターヘリの活用） 

救急医療体制を充実・強化するため、災害時の緊急対応ができるよう、ドクターヘ

リについて、京都府及び関係機関との連携を強化する必要がある。 

（緊急輸送道路等の確保） 

大規模災害が発生した際、避難、支援、輸送等のための主要な路線が寸断し、被災

地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停止することが想定されるため、

道路施設や橋梁などの耐震化を図るとともに、既存施設の点検等の結果を踏まえ、防

災対策や適正な維持管理に努める必要がある。（再掲） 

（緊急輸送道路等の整備） 

災害発生時に人員や物資等緊急輸送に必要な交通が確保されるよう、国や京都府と

連携し、高速道路や国道等の整備促進を図る必要がある。また、広域幹線道路と一体

となった道路ネットワーク形成のため、インターチェンジや防災拠点等へのアクセ

ス、また、市管理の主要幹線道路の未整備箇所の早期供用開始に向けた取組を着実に

進める必要がある。（再掲） 

施策の推進方針 

（ＤＭＡＴの受入体制整備） 

〇災害発生直後の急性期に救命救急活動が開始できるよう、市外から派遣される災

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の受入体制を整備する。 

（ＥＭＩＳの活用） 

〇被災地域で迅速かつ適切な医療・救護を行うため、必要な各種情報を集約・提供

可能な広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の更なる活用を進める。 

（ドクターヘリの活用） 

〇救急医療体制を充実・強化するため、災害時の緊急対応ができるようドクターヘ

リについて、京都府及び関係機関との連携を強化する。 
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（緊急輸送道路等の確保） 

〇主要な路線が寸断し、被災地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停

止することが想定されるため、道路施設や橋梁などの耐震化を図る。（再掲） 

○陸路の寸断に備えて、空路での輸送手段確保のためにヘリポートを整備する。

（再掲） 

〇橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の適切な維持管理に努める。（再掲） 

〇避難所等への輸送に必要な市道について、緊急性の高い路線から計画的に整備を

行うとともに施設の老朽化対策を行う。（再掲） 

（緊急輸送道路等の整備） 

〇災害発生時に人員や物資等緊急輸送にかかる交通が確保されるよう、国や京都府

と連携し、高規格道路や国道、府道の整備促進を図る。（再掲） 

・京都縦貫自動車道４車線化（園部ＩＣ以北） 

・国道２７号（肥後橋等） 

・主要地方道福知山綾部線、綾部大江宮津線、小浜綾部線、綾部美山線、舞鶴和知

線等 

・一般府道上杉和知線、綾部環状道路（広野綾部線、安場田野線、三俣綾部線）等 

〇市道の主要幹線道路の整備を進めるとともに、落石・法面崩落等の対策や通学路

交通安全プログラムに基づく対応を図る。（再掲） 

・野田須知山線、高津小貝線等 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

長寿命化対策を実施した橋梁数（累計）（再掲） ２１橋 ３４橋 

※長寿命化計画を策定した橋梁数＝４５４橋   

市道舗装率（再掲） ９１・８０％ ９２．０％ 

緊急輸送道路の整備状況（再掲）   

（福知山綾部線の冠水対策）（再掲） 部分着手 早期完了 

道路ネットワーク形成に必要な道路整備状況（再掲）   

（綾部大江宮津線の歩道設置、線形改良）（再掲） 部分着手 早期完了 

（野田須知山線）（再掲） 部分着手 早期完了 

（上野試験場線）（再掲） 部分着手 完了 

高津小貝線（高津踏切）（再掲） 未着手 完了 



 

２１ 

 

２－４ 

重 点 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健

康・心理状態の悪化による死者の発生 

現状・課題等 

（避難施設の充実） 

避難施設である学校の老朽化や不十分な設備等により、避難者の安全安心が確保で

きず、また、劣悪な避難環境により健康被害が発生する可能性があり、施設の適正な

維持管理と設備等の充実等を行う必要がある。  
施策の推進方針 

（避難施設の充実） 

〇避難施設である学校の老朽化や不十分な設備等により、避難者の安全安心が確保

できず、また、劣悪な避難環境により健康被害が発生する可能性があり、施設の

適正な維持管理と設備等の充実等を行う。 

○避難所の生活環境を整え、健康的な生活を送るために避難所に備蓄する資機材の

充実を図る。また、衛生環境を整えるため、トイレトラックを整備する。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

指定避難所大規模改修状況   

（各小中学校） 

バリアフリー化、屋上防水・外壁改修、トイ

レ改修、空調機整備改修、照明器具 LED化 

未着手 

 

 

整備済 

 

 

（宮代コミュニティセンター） 

空調機整備改修、照明器具 LED化 

未着手 整備済 

 

（各公民館） 

トイレ改修、空調機整備改修、照明器具 LED化 

一部着手 

 

一部着手 
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３－１ 

重 点 

地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

現状・課題等 

（公共施設等の耐震化） 

公共施設等は不特定多数の人が利用するとともに、災害時には救助や避難等の拠点

として重要な役割を担っているため耐震化の推進や適切な維持管理をする必要があ

る。（再掲） 

（電力供給遮断時の電力確保） 

防災拠点となる公共施設等や避難所での非常時の電力供給遮断等に備え、非常用発

電機や燃料確保、太陽光発電システム等の導入に努める必要がある。 

（ＢＣＰの見直し等） 

災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるために

備えておく業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じ見直し、実効性向上を図る必要があ

る。 

（庁内情報ネットワークの冗長化等） 

庁内情報ネットワークにおいて、災害等による業務停止や障害等に対応するため、

機器・通信回線等の冗長化や予備機の確保、バックアップ等を推進する必要がある  
施策の推進方針 

（公共施設等の耐震化） 

〇公共施設等の被災による避難や救助活動等の障害を防ぐため、公共施設等の耐震

化を設備等も含め推進する。（再掲） 

〇避難所の安全確保のため、避難所に指定している公共施設の維持管理を適切に行

う。（再掲） 

（電力供給遮断時の電力確保） 

〇電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用発電機とその燃料を確保する。 

〇防災拠点となる公共施設等には太陽光発電システム等の導入に努める。 

（ＢＣＰの見直し等） 

〇災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるため

に備えておく業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じ見直し、実効性の向上を図

る。 

○大規模災害時における人的・物的応援を円滑かつ効果的に受け入れるために、大

規模災害時受援計画を整備し、必要に応じて見直す。 

（庁内情報ネットワークの冗長化等） 

〇庁内情報ネットワークにおいて、災害等による業務停止や障害等に対応するため、

機器・通信回線等の冗長化や予備機の確保、バックアップ等を更に推進する。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

公共施設等の耐震化率（再掲） ９１．７％ ９５．１％ 

非常用発電機保管数（累計）   



 

２３ 

 

（市役所） ８基 ８基 

（消防庁舎（本署）） ２基 ２基 

（消防庁舎（出張所）） １基 ２基 

（指定避難所） ３１基 １５０基 
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４－１ 食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚大な影響 

現状・課題等 

（緊急物資の確保等） 

大規模災害時の物資を迅速に確保するため、関係機関と連携し必要な物資の確保に

努める必要がある。（再掲） 

施策の推進方針 

（緊急物資の確保等） 

〇必要な備蓄物資を計画的に整備するとともに、関係機関や企業等と災害時応援協

定を締結し緊急物資の確保に努める。（再掲） 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

備蓄食料数（累計）（再掲） １６，６４４食 ２４，２９４食 

備蓄飲料水数（累計）（再掲） ８，１４８Ｌ ９，１１３Ｌ 

災害時緊急物資応援協定締結事業所（累計）（再掲） ８事業所 １２事業所 
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４－２ 

重 点 

農地・森林や生態系等の被害に伴う、土地の荒廃・多面的機能の低下 

現状・課題等 

（農地・農業用施設の保全管理とため池の防災対策の推進） 

豪雨によって農地の土砂流出、法面の崩壊、農業用ため池の決壊等が生じ、農地の

流失や埋没、下流人家等への土砂流入といった被害が及ぶことが想定されるため、農

地・農業用施設の適正な管理・保全を行うとともに、ため池の万一の決壊に備え、避

難のための情報共有をする必要がある。 

（適切な森林整備） 

施業が行われていない森林や、伐採したまま植栽が実施されない森林は、台風や集

中豪雨等により大規模な森林被害が発生し、森林の公益的機能の発揮に支障をきたす

おそれがあるため、人工林の間伐を促進するとともに、適期の主伐、植栽、保育によ

り、人工林資源の循環型利用を推進する必要がある。 

（治山事業の促進） 

豪雨や地震の増加に伴って、林地の崩壊など山地災害の発生が懸念されるため、治

山施設や森林の整備を推進する必要がある。（再掲） 

（鳥獣被害防止対策の推進） 

鳥獣による農林業被害により、耕作放棄地が拡大していくことで、農地が持つ多面

的機能の低下が想定されるため、総合的な対策を推進する必要がある。 

施策の推進方針 

（農地・農業用施設の保全管理とため池の防災対策の推進） 

〇豪雨による農地の流失や埋没、下流人家等への土砂流入といった被害を抑えるた

め、農地・農業用施設の適正な管理・保全を支援するとともに、ため池の万一の

決壊に備え、ため池ハザードマップ作成等、迅速かつ的確な避難のための情報共

有とため池管理者に対する管理体制の強化を推進する。 

（適切な森林整備） 

〇地球温暖化の防止など多面的機能を有する森林の環境保全を図るため、森林環境

譲与税を活用した森林整備を計画的に推進する。また、人工林の間伐促進と、適

期の主伐、植栽、保育により、人工林資源の循環型利用を推進するとともに、森

林保全に必要な林業施設の適切な維持管理に努め、併せて林道橋の長寿命化につ

いて検討する。 

〇京都府と連携し、違法伐採防止の啓発と適正な林地開発指導を実施する。 

（治山事業の促進） 

〇森林災害を未然に防ぐため、治山事業と森林経営管理制度や京都府豊かな森を育

てる府民税・森林環境譲与税を活用した林地の保全を推進する。（再掲） 

（鳥獣被害防止対策の推進） 

〇鳥獣による農林業被害により、耕作放棄地の増加といった、農地が持つ多面的機

能の低下を防ぐため、鳥獣の個体数調整や有害鳥獣捕獲隊員確保のための支援を
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講じるとともに、農作物被害防除のための防護柵設置や現地研修による普及啓発

活動の推進により、駆除と防除の両面で対策を推進する。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

ため池ハザードマップ周知箇所数（累計） ４６箇所 ４８箇所 

有害鳥獣被害面積（年間） ２７．８１ｈａ １８．９５ｈａ 

森林経営管理権集積計画（累計） ４団地 １０団地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２７ 

 

４－３ 

重 点 

原子力発電所の過酷事故による放射性物質の放出・拡散 

現状・課題等 

（避難計画の見直し等） 

緊急防護措置等に混乱を招かないために、国や京都府と連携し空間放射線量率実測

値の迅速な情報提供を行う必要がある。 

また、避難道路の確保、他県からの流入車両による渋滞対策、避難行動要支援者用

を含めた避難車両・運転員の確保、安定ヨウ素剤の配布方法等、避難計画の実効性を

高めるため継続的な見直しが必要である。 

（原子力防災意識の啓発） 

原子力発電所の事故に備え、災害発生時に迅速かつ的確な避難行動がとれるようＵ

ＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）内の住民に、正確な情報を提供し、防災意識の

高揚を図る必要がある。  
施策の推進方針 

（避難計画の見直し等） 

〇緊急防護措置等に混乱を招かないために、国や京都府と連携し空間放射線量率実

測値の迅速な情報提供を行う。 

〇避難道路の確保、他県からの流入車両による渋滞対策、避難行動要支援者用を含

めた避難車両・運転員の確保、安定ヨウ素剤の配布方法等を定めた避難計画を継

続的に見直しを行う。 

○避難路として、小浜綾部線、綾部美山線、舞鶴和知線、名田庄綾部線、上杉和知

線、老富舞鶴線等の一般府道の整備を京都府と連携し推進する。 

○陸路の寸断に備えて、空路での輸送手段確保のためにヘリポートを整備する。 

○社会福祉施設の入居者等が安全に屋内避難を行うことができるよう、陽圧施設の

整備を推進する。 

○避難施設における食料をはじめとする備蓄資機材の充実を図る。 

（原子力防災意識の啓発） 

〇原子力災害発生時に迅速かつ的確な避難行動がとれるよう、訓練や説明等を実施

するなど、ＵＰＺ内の住民に正確な情報を提供し、防災意識の高揚を図る。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

原子力防災訓練実施回数（年間） １回 １回 
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５－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわた

る機能の停止 

現状・課題等 

（電力供給遮断時の電力確保） 

防災拠点となる公共施設等や避難所での非常時の電力供給遮断等に備え、非常用発

電機や燃料確保、太陽光発電システム等の導入に努める必要がある。（再掲） 

（危険物施設の安全対策等の強化） 

危険物施設は、大規模洪水や浸水などの災害発生時に大量の危険物の流出が想定さ

れるため、地震、洪水、浸水対策の強化を進める必要がある。 

（無電柱化等） 

大規模地震等が発生した場合、電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難に障害

が及ぶことが想定されるため、倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者と

の情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等における道路の無電柱化を

検討し、災害時にも確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める必

要がある。 

施策の推進方針 

（電力供給遮断時の電力確保） 

〇電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用発電機とその燃料を確保する。

（再掲） 

〇防災拠点となる公共施設等には太陽光発電システム等の導入に努める。（再掲） 

（危険物施設の安全対策等の強化） 

〇河川などの浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の危険物施設は、大規模洪水や

浸水などの災害発生時に、大量の危険物の流出が想定されるため、地震、洪水、

浸水対策の強化を推進する。 

（無電柱化等） 

〇電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化

を図るとともに、市街地等における道路の無電柱化を検討する。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

非常用発電機保管数（累計）   

（市役所） ８基 ８基 

（消防庁舎（本署）） ２基 ２基 

（消防庁舎（出張所）） １基 ２基 

（指定避難所） ３１基 １５０基 
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５－２ 

重 点 

上下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

現状・課題等 

（上水道施設の耐震化等） 

災害時等において水道施設が被災した場合、住民生活や社会活動に必要不可欠な水

の供給に支障を来すため、水道施設の耐震化や更新を推進する必要がある。（再掲） 

（上水道危機管理体制の確保） 

大規模災害時の断水等に迅速に対応するため、平時から関係機関や水道関連事業者

と協力体制を確立しておく必要がある。（再掲） 

（汚水処理施設の耐震化等） 

災害時等において汚水処理施設が被災した場合、長期間にわたる機能停止や疫病・

感染症等の発生が想定されるため、汚水処理施設の耐震化や適正な維持管理等を行う

必要がある。 

（下水道危機管理体制の確保） 

大規模災害時の汚水処理施設の機能停止に備え、平時から関係機関や下水道関連事

業者と協力体制を確立しておく必要がある。 

（ＢＣＰの見直し等） 

災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるために

備えておく業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じ見直し、実効性向上を図る必要があ

る。（再掲） 

施策の推進方針 

（上水道施設の耐震化等） 

〇浄水場等の施設管理の徹底に努めるとともに、老朽化した施設・設備について、

綾部市水道事業ビジョンに基づき更新や耐震化などを推進する。（再掲） 

〇老朽化した水道施設の計画的な更新に努める。（再掲） 

（上水道危機管理体制の確保） 

〇大規模災害時の断水等に迅速に対応するため、平時から人員体制や資材確保など

関係機関や水道関連事業者と協力体制を確立し、危機管理体制の充実を図る。

（再掲） 

（汚水処理施設の耐震化等） 

〇災害時等において汚水処理施設が被災した場合、長期間にわたる機能停止や疫

病・感染症等の発生が想定されるため、下水道施設の耐震化及び老朽化施設の改

築・更新を進めるとともに、汚水処理機能を確保するため下水道施設や合併処理

浄化槽の整備を推進する。 

（下水道危機管理体制の確保） 

〇大規模災害時の汚水処理施設の機能停止に備え、平時から人員体制や資材確保な

ど関係機関や下水道関連事業者と協力体制を確立し、危機管理体制の充実を図

る。 
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（ＢＣＰの見直し等） 

〇災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるため 

に備えておく業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じ見直し、実効性の向上を図 

る。（再掲） 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

上水道管路経年化率（再掲） ２４．１％ ２３．６％ 

上水道管耐震化率（再掲） ２３．９％ ２７．３％ 

合併処理浄化槽設置件数（年間） ４０基 ３０基 

綾部浄化センター受変電設備、用水・消毒設備

改築・更新 

未整備 完了 

重要な公共下水道幹線等の耐震化率 ６９．８％ ７０．６％ 

災害時応援協定締結事業所数（累計） ４事業所・団体 ４事業所・団体 
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重 点 

幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワーク

の機能停止による物流・人流への甚大な影響 

現状・課題等 

（緊急輸送道路等の確保） 

大規模災害が発生した際、避難、支援、輸送等のための主要な路線が寸断し、被災

地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停止することが想定されるため、

道路施設や橋梁などの耐震化を図るとともに、既存施設の点検等の結果を踏まえ、防

災対策や適正な維持管理に努める必要がある。また、陸路寸断の代替として、空路で

の輸送手段の確保に努める必要がある。（再掲） 

（緊急輸送道路等の整備） 

災害発生時に人員や物資等緊急輸送に必要な交通が確保されるよう、国や京都府と

連携し、高速道路や国道等の整備促進を図る必要がある。また、広域幹線道路と一体

となった道路ネットワーク形成のため、インターチェンジや防災拠点等へのアクセ

ス、また、市管理の主要幹線道路の未整備箇所の早期供用開始に向けた取組を着実に

進める必要がある。（再掲） 

施策の推進方針 

（緊急輸送道路等の確保） 

〇主要な路線が寸断し、被災地へ食料・飲料水など生命に関わる物資供給が長期停

止することが想定されるため、道路施設や橋梁などの耐震化を図る。（再掲） 

〇橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の適切な維持管理に努める。（再掲） 

〇避難所等への輸送に必要な市道について、緊急性の高い路線から計画的に整備を

行うとともに施設の老朽化対策を行う。（再掲） 

（緊急輸送道路等の整備） 

〇災害発生時に人員や物資等緊急輸送にかかる交通が確保されるよう、国や京都府

と連携し、高規格道路や国道、府道の整備促進を図る。（再掲） 

・京都縦貫自動車道４車線化（園部ＩＣ以北） 

・国道２７号（肥後橋等） 

・主要地方道福知山綾部線、綾部大江宮津線、小浜綾部線、綾部美山線、舞鶴和知

線等 

・一般府道上杉和知線、綾部環状道路（広野綾部線、安場田野線、三俣綾部線）等 

〇市道の主要幹線道路の整備を進めるとともに、落石・法面崩落等の対策や通学路

交通安全プログラムに基づく対応を図る。（再掲） 

・野田須知山線、高津小貝線等 

○陸路の寸断に備えて、空路での輸送手段確保のためにヘリポートを整備する。

（再掲） 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

長寿命化対策を実施した橋梁数（累計）（再掲） ２１橋 ３４橋 
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長寿命化対策を実施した橋梁数（累計）（再掲） ２１橋 ３４橋 

※長寿命化計画を策定した橋梁数＝４５４橋   

市道舗装率（再掲） ９１・８０％ ９２．０％ 

緊急輸送道路の整備状況（再掲）   

（福知山綾部線の冠水対策）（再掲） 部分未着手 早期完了 

道路ネットワーク形成に必要な道路整備状況（再掲）   

（綾部大江宮津線の歩道設置、線形改良）（再掲） 部分着手 早期完了 

（野田須知山線）（再掲） 部分着手 早期完了 

（上野試験場線）（再掲） 部分着手 完了 

高津小貝線（高津踏切）（再掲） 未着手 完了 
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６－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

現状・課題等 

（災害廃棄物の処理） 

大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発

生することが想定される。 

（仮置場の確保） 

大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発

生することが想定されるため、災害廃棄物の仮置場を確保する必要がある。 

（災害廃棄物処理等に係る協力体制の実効性向上） 

大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発

生することが想定されるため、災害廃棄物処理等の協力について、関係機関と協定を

締結し、さらなる協力体制の実効性向上に取り組む必要がある。 

施策の推進方針 

（災害廃棄物の処理） 

〇災害廃棄物の処理を適正かつ円滑・迅速に行うため、災害廃棄物処理計画に基づ

き計画的な処理に努める。 

（仮置場の確保） 

〇大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が

発生することが想定されるため、災害廃棄物の仮置場の確保に努める。 

（災害廃棄物処理等に係る協力体制の実効性向上） 

〇建物の浸水や倒壊等による大量の災害廃棄物発生に対応するため、災害廃棄物処

理等の協力について、関係機関と協定を締結し、さらなる協力体制の実効性向上

に取り組む。 

重要業績指標 現状値（R6） 目標値（R12） 

災害土砂の一時保管場所 未確保 確保 
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６－２ 災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボラン

ティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足、より良

い復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態 

現状・課題等 

（道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の確保・育成） 

道路啓開等の担い手不足解消のため、担い手確保・育成の観点から就労環境の改善等

を図る必要がある。  
施策の推進方針 

（道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の確保・育成） 

〇道路啓開等の担い手不足解消のため、担い手確保・育成の観点から就労環境の改善

等を図る。 
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６－３ 風評被害等による経済等への甚大な影響 

現状・課題等 

（農林水産業の風評被害対策） 

正しい情報の迅速・的確な提供や、農林水産物の販売促進等により災害発生後の風

評被害を防ぐための早期復興を目指した支援の仕組みや体制づくりを平時から進める

必要がある。  
施策の推進方針 

（農林水産業の風評被害対策） 

〇正しい情報の迅速・的確な提供や農林水産物の販売促進等により災害発生後の風

評被害を防ぐための早期復興を目指した支援の仕組みや体制づくりに努める。 
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第６章 施策の重点化 

限られた資源を活用して効率的・効果的に国土強靱化を推進するため、効果の大き

さや緊急度等の観点から優先度の高い施策を重点的に推進していくものとし、１８項

目の「起きてはならない最悪の事態」から本市として特に回避すべき１３の項目を以

下のとおり選定した。 

 

※「第５章 脆弱性評価及び国土強靭化の推進方針」において、上記で重点化した最

悪の事態については、「重 点」と表示している。 

 

基本目標 事前に備えるべき目標

1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊に
よる多数の死傷者の発生

1-2

地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

1-3
突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生
（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する
脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む）

1-4
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の
死傷者の発生

2-1

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

2-2

自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-3

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶
による医療機能の麻痺

2-4

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態
の悪化による死者の発生

必要不可欠な行政機能は確保す
る 3-1

地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

4-2

農地・森林や生態系等の被害に伴う、土地の荒廃・多面的機能の低下

4-3

原子力発電所の過酷事故による放射性物質の放出・拡散

5-2

上下水道施設の長期間にわたる機能停止

5-3

幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能停
止による物流・人流への甚大な影響

起きてはならない最悪の事態

Ⅰ．人命の保護が
最大限に図られる
こと

Ⅱ．綾部市内の重
要な機能が致命的
な障害を受けず、
維持されること

Ⅲ．市民の財産及
び公共施設
に係る被害の
最小化に資す
ること

Ⅳ．迅速な復旧復
興に資する
こと

あらゆる事前災害に対し、直接死
を最大限防ぐ

救助・救急、医療活動が迅速に行
われるとともに、被災者等の健康・
避難生活環境を確実に確保するこ
とにより、関連死を最大限防ぐ

経済活動を機能不全に陥らせない

情報通信サービス、電力等ライフ
ライン、燃料供給関連施設、交通
ネットワーク等の被害を最小限に
留めるとともに、早期に復旧させる


